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長岡市長 磯 円  達 伸 様

公立大学法人長岡造形大学

理1事長‐水流

公立大学法人長岡造形1大学め役‐員1報1酬並びに1職員の給与‐及び退1職1手当の
1支1給基準に蘭する.届出書 (変1更)        .

地方独立行攻法人法第 56条第 1項の規定により準用される同法第 48条第 2項の規定

並びに第 57条第 2項に基づき、別添のとおり役員報酬並びに職員の給与及び退職手当

の支給基準を変更したので届|け出いたします。
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1          公1立大学法人長岡造形‐大学1役員報酬規1程.   :     |

‐
          ‐      | |       .  |        ‐  | 

‐    ‐      ‐ | 
‐
   ‐

(目 的)・ ■||  ・      ‐         _       ・ .

第1条 この規程‐は、:公立大学法人長岡1造形本学

`‐

以1下「法人J IIヽうわ の理1事長■副理

事1長1理事及び監1事 (以下「役員Jという。)の1報
1酬 ,こついて定あ=る ことを自1的とする

`

(‐役員|の報酬).                ‐       .‐    ‐
第

'条

‐役員め報酬はt常勤|の役員につい|ては、1給料、|を―居手当、1通勤手1当、期1末手当及|び

■寒冷地手当とし、非常勤の役1員については、1非常勤役員:手当とする1    1‐ |■

2‐ 前墳の規定|こ関わらず■公立大学1法人長岡造形大学職員給与規程 (以下「職員給与1規 :

程」というよ)の適用|を受ける1職員 (以下

'職

員JIといつ6)..を兼務する役員にうし`そ
11ま 役1員 の報1酬は支給し―ない.:       .  ■  ‐       ・

て報酬の文1綺日)   :    ‐    ・    .  :      ‐

第3条 :帝‐勤
―
の縁員の1報酬 (期‐末手当を除く―|)|ま―、毎泊

'1■
に支給する|

2 期1末1手1当 は|:0月 80日及び12月 10日に支給‐する.`        ‐
・ ‐

3 前21項に1規1定する■がt・国民の祝日に1関する,法
1律 |(崎和21準■

'餞

第171号)|1定 |

める1休:日 (以下「視:日 法による休日]:という.。 )、 自曜日文は■‐薩日に奎たる|ときは1‐ ´
れぞれ繰り上|げ支1給する。|      | ‐ _       |.     ‐

| ‐   1  ‐     . 
‐

f     ‐ ‐ `    .    ‐ .       ‐

(給1料‐)       '      |       |  .      | |‐
第4条■:機‐|の役1員の給料は、・ 次の各号のと|お り,とする.: ■ ‐  i l  lll l‐   |
(1).‐ ■理事長 1月額 1750,0 0 oFl .■   ‐   '    |  | ‐

(2‐) 冨1理事長 (学長‐である者) 月‐額|‐
75‐ 9‐,0.00円  「

(1)1副理事長・ (1学長でない者〉 月額■59‐8:000円 l i ‐   ■  ■|

〈住居手当)・:‐‐  ' F         I  ‐ ‐ ■ ‐■・ ■

第ち条■常勤の役員|の住1居手当.は、職員の例によるも ‐         ‐■||‐

2 前項の規1定にかかわらず1法人が指定する住‐宅に1居住する者の1住居手当の額は、1別|に定
|めると1     1  1‐  ‐   |  ‐‐       .: ■‐

(通1勤手勤  ‐ l i‐     ‐        :  …     |
第16条 常勤の役‐員―の通勤手当は、職員,の1例による.。          |   ‐

て―期1末手当).  :| ‐ | ‐ |  ‐.                 :
第7条■期末手当|ム 6月 1日及び■2月 1,日 (以1下これらの■を―「基準日Jという:。 )に
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それぞれ在職する常勤の役員に対して支給する。

2‐ 期末手当の1額は、期末手当基礎額に100分の167.5を乗じて得た.額に、基準日

以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次|の各号に掲
‐げる区分に応じ、当該

各号に1定める割合を乗じて得た額とする
`

(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80  ‐

(3) 3箇月1以 上5箇月未満 100分の60

(4) 3‐ 箇月未満 100分の-30               ‐

3 前項の期1末手当基‐礎額は、それぞれその基準日現在において:同項‐に規定する者が受け

るべき給料の月嶺に、その額にloO分の20を―乗じて得た額を加算した額とする。

4 前3項‐に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、職員の例による。

(寒冷地‐手当)

第3条 ‐
常勤

―
の役員の寒冷地手当は、職員の1例 による。

(非常勤1役1員手当)

第9条 非常勤
―
の1役員の非常勤役1員手:当は、年額12●00,Ooo円 と|する。 |

2 非常勤役員手当は、年額に-12分の1を乗じて得.た額 (当 該1額に1円未‐満|の端数を1生 じ

たときは●これを切り捨てた額。以下「月払年
.額
」というo).を、毎月21日 に支給する:

ただし、3月 にあつては、年額からその年度1内 に既に支払われた額を差しヮ|いた額|を支給

する。

3 前‐項に1規定|する日が、祝日法による休日、日曜日又は1土1曜 日に当.た るときは|それぞれ

繰り上げ支給する。

(常勤の1役員が月の中途で就任又は1退1職 した場合の給料)       .
第 10条 月の初日以外の日において新たに就任した常勤の役員}こ支給する就任当月分の

給料は、第4条第 1墳各号に規定する額を当該月の土曜日及び日曜日以外の日数で除し

|て得た額 (以下「日額」という。)に、就任した日からその月の末日までの土曜日及び日

曜1日 以外の日‐数を乗じて得た額とする。

2 月の末日以外め日にお―いて退職した常動の役員に支給する退職当月分の給料は.(日額

にその月の初日から退1職 した日までの土曜日及‐び百曜日以外の自数を乗じて得た額とす

る。ただし、死亡し|た者|に対する死亡当月分の給料は:当月分|の全額を支1給する。

(非常勤の役員が年度の中途で1就任又は退1職 した1場合の非常‐勤役員手当)

第11条 年度の初日以外の日において新たに就1任 した非常勤の役員に1支給する.非常勤役

員手当の1年額|は、月払年額に、就任した月からその年度の末日までの在職月の1数を乗じて
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得た額とする。 |    |
2 年度

―
の末自以‐外の日'において退職した非常勤の1役果に支給する非常勤役員手当の1年額

は、月払1年額に、就任.した月から退職した月ま|での在職月の数を乗じて得た1額と|す|る。‐

(報酬の支払方法)    | ‐‐

第121条 役ヽ員|の1報酬はtその金額を現金で直1接役員‐に支‐払う|も のとする|。 た|だし、1法苓等

に基づき役員の報酬から1控除すべき金額がある場合には|、 その役員に支払う` き報酬の

金1嶺から、そめ金額を控1除して支払うものとする。

2 前項の1凛定にかかわ|らずt役員からの申し出に基づきヽ 当‐該1役員が指定する本1人名義の

■預金田座に控‐除|すべき
―
金額を控除した後,の報1酬の全額を振り込‐んで支‐払うこ|とができる:

(端数の処理‐).

第11条 こめ規1連たよリー許1算した金額に1円未満|の端数が生0た|ときは、

"11=走

ある場
‐
合を除:き、●こ―れを,り捨てるヽ あとする。                |

(実施に必要な事項).                   _    : . .
第1‐4条|この規1線わ1実施に関して必要な事項は、職員1給与規1程|の例に|ょ るほかはt理事長|

が1月1に定める、   |   :

‐附‐貝1        1‐                             ‐ l

l この規程は平成216年 4月
‐
1日から施行するこ       ―     ■ ‐ |

2 学校法人長置造1形大学
―
の常勤の1役‐員Xは職員‐|と しての1期‐間は■期未手当|の算出基礎と

|なる1期 間11こ通算する。 |  ■  |            ‐

1附 則 |         :
この1規1程は .ヽ平成27年 1月 1日から1施行する。         ‐ ‐     1 .

| 1附|1則

1 1この1規程は1平成28年 ‐3月 25日力)|ら 1施行する: ‐  ‐   ‐  ‐ ‐
 |

2 肖J除                   .
3 削除           ‐ .
4 削除     ‐

附 員1             1
この規程は、平成28年 14月 1日から1施行する.。

附 則  ・            ‐



1 この規程は、平成 29年 3月 1日 から施行する。

2 削除

3 削除・

4 削除

附 則

この規程は、平成 29年 4月 1日 から施行する。

ll■ 則

1 この規程は、平成 30年 3月 2日 から施行する。

2  肖1除

3 削除  ‐

4  削除  1     
‐

附 則

この規程は、平成 30年 4月 1日 から施行する。

附 則                    ‐

1 この規程は、平成 31年 2月 18日 から施行する。

2  肖J除

3  肖J除

4  削除 i

附 惧J

この1規程|は |、

附 則

この規程は、

平成
=■

年4.月 1日 から
―
施行する̀

令和2■ 4月 1日から施行する..
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公立大学法人長岡造形大学後員報Wll規
‐
程改正新旧対照1条文
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(報酬の支1払方
‐
法)

第 12条 役員の報酬は、その全額を現金

で直接‐役員に支払うものとする。ただし1‐

法令笠に基づき役員の報酬から控除すべ

き金額がある場合には、その役員に支払

う、き報酬の金額から、その金額を控除

して支払うものとするも

2 (略 )

附 則      ・

この規程は、令和2年 4月 1日 から施行す

(報1酬の支払方法) 
「

第 12条 役員の報酬は、その全積
―を現金

で直接役員に支払‐うものとする。ただし、

法令に基づき役員の報酬から控除すべき

金額がある場合には、その役員に支払う

べき報酬の金額から、その金額を控除し

て支払うものとする。

2 (略 )

:   ■:  i

る 。


